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　あけましておめでとうございます。

　令和５年１２月２２日に令和６年度の税制改正大綱が閣議決定しました。

　今回は主に個人所得課税に関する概要を一部ご報告します。

（１）所得税・個人住民税の定額減税

令和６年分の所得税・令和６年度分の個人住民税について、納税者および配偶者（源泉控除対象配偶者で合計
　所得金額が４８万円以下である者）を含めた扶養親族１人につき、所得税３万円・個人住民税１万円を控除する。
　ただし、納税者の合計所得金額が１，８０５万円以下である場合に限る。

（国税）
・給与所得者については、令和６年６月１日以後最初に支払いを受ける給与等につき源泉徴収をされるべき
所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。特別控除の額に相当する金額のうち、控除しきれない
部分の金額は、以後、令和６年中に支払われる当該給与等に係る源泉徴収税額から順次控除する。
最終的には令和６年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。
・事業所得者等については、令和６年分の所得税に係る第１期分の予定納税額（７月）から本人分に係る特別控除の
額に相当する金額を控除する。第１期分で控除しきれない部分の金額は、第２期分予定納税額（１１月）から控除する。
最終的には令和６年分の確定申告の際に、所得税額から特別控除の額を控除する。

（地方税）
 納税義務者の住民税の所得割の額から、特別控除の額を控除する。

・給与所得に係る特別徴収（従業員の住民税を給与天引きして、事業所が納める場合）の場合、特別徴収
義務者（事業所）は、令和６年６月に給与の支払いをする際は住民税の特別徴収を行わない。令和６年７月から令和
７年５月まで、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の１１分の１の額を、それぞれの給与の支払いをする際、
毎月徴収（給与天引き）する。
・普通徴収の場合（個人で納付）、令和６年度分の個人住民税に係る第１期分の納付額から特別控除の額に
相当する金額を控除する。第１期分で控除しきれない部分の金額は、第２期分以降の納付額から順次控除する。

（２）住宅ローン控除の拡充（子育て支援税制の先行対応）
　住宅ローン控除について、令和６年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は５，０００万円、
　ＺＥＨ水準省エネ住宅は４，５００万円、省エネ基準適合住宅は４，０００万円と上乗せする。また、床面積要件を
　緩和する。※子育て世帯等とは、年齢４０歳未満であって配偶者を有する者、年齢４０歳以上であって年齢４０歳未満の
　配偶者を有する者又は年齢１９歳未満の扶養親族を有する者をいう。

令和６年度税制大綱が閣議決定されました
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＜令和４年分の相続税申告状況は？・・国税庁が発表＞

課税割合が９．６％に増加した！（前年９．３％）

国税庁は令和５年１２月１２日、令和４年度分の相続税申告状況を公表した。平成２７年１月以降の相続について

は基礎控除額の引き下げ等が行われている。
相続税の課税対象となった被相続人数は、３年分の１３４，２７５人から１５０，８５８人へと増加している。

死亡者に対する課税割合は、３年分９．３％から４年分９．６％へと増加。
課税価格は３年の１８兆５，７７４億円から２０兆６，８４０億円へ、相続税額は３年の２兆４，４２１億円から４年の

２兆７，９８９億円へと過去１０年間で最高だった。
令和元年分は減少傾向でしたが、令和２年分から増加に転じている。相続税に関する実地調査件数は、コロナ

禍の影響で低水準となっているが、簡易な接触件数等が増加しており、今後も同様な傾向が続くのでは？


